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我
が
国
に
お
け
る
死
因
究
明
制
度
は
、
二
〇
一
二
年
に
「
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
推
進
法
）
」
と

「
警
察
等
が
取
り
扱
う
死
体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
調
査
法
）
」
が
成
立
し
、
調
査
法
に
基
づ

く
新
た
な
解
剖
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
大
き
く
前
進
す
る
か
に
見
え
た
。
し
か
し
推
進
法
は
時
限
立
法
の
た
め
二
〇
一
四

年
に
失
効
し
、
し
ば
ら
く
理
念
法
の
空
白
状
態
が
続
い
た
が
、
よ
う
や
く
二
〇
一
九
年
に
新
た
に
成
立
し
た
「
死
因
究
明
等
推

進
基
本
法
（
以
下
、
基
本
法
）
」
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
死
因
究
明
等
推
進
本
部
に
お
い
て
、
死
因
究
明
等
推
進
計
画
の
策
定

に
向
け
た
検
討
会
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
以
下
質
問
す
る
。 

一 

死
因
究
明
に
関
す
る
施
策
は
、
従
来
の
推
進
法
で
は
総
合
調
整
的
な
役
割
が
必
要
と
さ
れ
、
内
閣
府
の
所
管
と
さ
れ
た

が
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
基
本
法
で
は
、
厚
生
労
働
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
死
因
究
明
等
推
進
本
部
に
所

管
が
移
さ
れ
た
。
推
進
法
の
成
果
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
厚
労
省
の
所
管
と
さ
れ
た
の
か
。 

二 

推
進
法
に
お
い
て
「
実
施
さ
れ
る
べ
き
施
策
」
の
第
一
に
掲
げ
ら
れ
た
「
死
因
究
明
を
行
う
専
門
的
な
機
関
の
全
国
的
な

整
備
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
進
捗
が
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
課
題
は
ど
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
、
そ
の
結
果

が
基
本
法
及
び
現
在
策
定
中
と
さ
れ
る
「
死
因
究
明
等
推
進
計
画
」
に
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。 
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三 

二
〇
一
二
年
か
ら
現
在
ま
で
に
警
察
が
取
り
扱
っ
た
遺
体
の
う
ち
、
司
法
解
剖
、
行
政
解
剖
（
監
察
医
解
剖
・
承
諾
解

剖
）
、
調
査
法
解
剖
に
付
し
た
数
の
年
次
推
移
に
つ
い
て
、
政
府
が
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
都
道
府
県
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

示
さ
れ
た
い
。
聞
き
及
ぶ
限
り
で
は
こ
の
期
間
に
剖
検
数
も
地
域
差
も
大
き
な
改
善
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
が
、
こ
の
結

果
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
た
の
か
。 

四 

欧
米
の
先
進
国
の
多
く
が
、
死
因
究
明
の
最
終
目
的
を
「
国
民
の
健
康
と
安
全
の
増
進
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
日
本
に

お
い
て
は
、
解
剖
の
要
否
を
決
め
る
判
断
基
準
は
事
件
性
、
犯
罪
性
の
有
無
で
あ
り
、
医
学
的
、
衛
生
学
的
視
点
で
解
剖
を

行
う
こ
と
は
原
則
な
い
と
さ
れ
、
警
察
主
導
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
司
法
解
剖
は
原
則
非
公
開
の
た
め
剖
検
情

報
が
共
有
さ
れ
ず
、
事
件
の
再
発
防
止
や
公
衆
衛
生
に
は
活
か
さ
れ
に
く
い
実
態
が
あ
る
が
、
死
因
究
明
の
目
的
に
つ
い

て
、
基
本
法
に
お
い
て
は
何
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。 

五 

基
本
法
は
基
本
理
念
と
し
て
第
三
条
第
二
項
で
、
「
死
因
究
明
の
推
進
は
（
中
略
）
死
因
究
明
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
が

疾
病
の
予
防
及
び
治
療
を
は
じ
め
と
す
る
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
資
す
る
情
報
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
よ
う
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。 

 
 

現
在
、
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
の
新
興
感
染
症
対
策
は
、
ま
さ
し
く
公
衆
衛
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生
上
の
最
も
重
要
な
目
的
の
一
つ
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
は
如
何
。 

六 
本
年
二
月
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
警
察
庁
は
令
和
二
年
三
月
か
ら
令
和
三
年
二
月
十
日
ま
で
に
警
察

が
検
視
等
に
よ
り
取
り
扱
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
陽
性
で
あ
っ
た
遺
体
二
百
六
十
一
件
の
う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
百
十
四
件
、
肺
炎
五
十
一
件
、
そ
の
他
四
十
七
件
、
不
詳
九
件
、
合
計
二
百
二
十
一
件
を
内
因
死
、
外
因

死
三
十
二
件
と
答
弁
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
検
案
医
が
外
表
検
査
の
み
で
判
断
し
た
病
名
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
そ
も
そ
も
同
期
間
に
警
察
が
取
り
扱
っ
た
遺
体
は
何
件
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
う
ち
解
剖
さ
れ
た
の
は
何
件
か
。
ま
た
、

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
行
っ
た
の
は
何
件
か
。
政
府
の
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
答
弁
を
求
め
る
。 

七 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
急
速
に
進
行
す
る
呼
吸
不
全
や
血
栓
塞
栓
症
に
よ
る
原
因
不
明
の
突
然
死
と
い
う
転
帰

を
と
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
自
宅
や
救
急
搬
送
後
に
亡
く
な
っ
た
ご
遺
体
の
中
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
事
例
が
見
逃
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
検
査
や
解
剖
を
行
わ
ず
、
外
表
の
み
で
病
名
を
決
定
す

る
こ
う
し
た
実
態
は
、
長
期
的
に
は
死
亡
統
計
に
も
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
懸
念
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

八 

感
染
症
に
お
け
る
公
衆
衛
生
を
担
う
保
健
所
は
、
自
宅
や
搬
送
中
の
死
亡
者
に
対
し
て
も
行
政
検
査
を
行
い
、
新
型
コ
ロ
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ナ
ウ
イ
ル
ス
陽
性
で
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
方
の
ご
家
族
や
ご
遺
体
に
触
れ
た
警
察
官
や
検
視
官
、
葬
儀
関
係
者
な
ど
に
対

し
、
積
極
的
疫
学
調
査
を
行
う
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
状
ど
の
よ
う
な
実
態
に
あ
る
か
把
握
し
て
い
る

か
。 

 
 

ま
た
、
保
健
所
の
抜
本
的
な
体
制
整
備
の
必
要
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。 

九 

法
医
学
教
室
を
持
つ
大
学
に
よ
っ
て
は
、
遺
体
解
剖
の
前
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
自
前
で
行
い
、
医
師
等
の
安
全
確
保
を
図
っ

て
い
る
大
学
も
あ
る
と
聞
く
が
、
そ
も
そ
も
検
査
費
用
は
行
政
検
査
と
し
て
当
然
公
費
か
ら
支
弁
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
解
剖
に
当
た
る
医
師
等
に
対
し
て
は
、
包
括
支
援
交
付
金
に
よ
る
慰
労
金
等
は
支
給
対
象
外
で
あ
る
と
い
う
。
「
患

者
」
が
生
者
と
死
者
で
違
う
の
は
不
合
理
で
は
な
い
か
。
改
善
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

十 

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
日
本
で
は
感
染
防
止
対
策
に
対
応
し
た
解
剖
施
設
は
わ
ず
か
し
か
な
い
。
最
大
の
設
備
を
誇
る
東
京

都
監
察
医
務
院
で
も
、
医
師
等
の
安
全
に
配
慮
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
陽
性
患
者
の
遺
体
の
解
剖
は
行
っ
て
い
な
い
と

聞
く
。
解
剖
室
の
陰
圧
、
空
調
と
換
気
、
防
護
服
装
着
の
た
め
の
前
室
等
の
設
置
な
ど
、
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
お
ろ

そ
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
剖
検
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
と
し
て
十
分
な
予
算
を
つ
け
て
早
急

に
取
り
組
む
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 
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十
一 

剖
検
情
報
は
、
感
染
症
の
病
態
や
そ
の
経
過
、
臓
器
の
障
害
な
ど
に
対
す
る
知
見
や
治
療
法
の
開
発
な
ど
に
重
要
で
あ

る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
て
も
二
〇
二
〇
年
二
月
に
中
国
か
ら
発
表
さ
れ
た
肺
の
組
織
所
見
に
始
ま
り
、

世
界
各
国
か
ら
び
ま
ん
性
肺
胞
障
害
、
血
栓
塞
栓
症
、
血
管
内
皮
細
胞
障
害
等
の
病
態
の
解
明
と
治
療
に
つ
な
が
る
重
要
な

剖
検
情
報
が
世
界
各
国
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

日
本
で
も
新
興
・
再
興
感
染
症
対
策
を
視
野
に
入
れ
た
剖
検
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
共
有
化
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
公
衆
衛
生
目
的
で
解
剖
を
行
う
の
は
監
察
医
解
剖
だ
け
で
あ
る
が
、
監
察
医
制
度
が

あ
る
の
は
東
京
都
二
十
三
区
、
大
阪
市
、
神
戸
市
の
三
自
治
体
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
拡
充
し
て
い
く
の
か
、

あ
る
い
は
別
途
新
た
な
制
度
を
作
る
の
か
。
ま
た
、
死
因
究
明
等
推
進
計
画
に
人
材
育
成
を
も
含
め
た
中
・
長
期
的
な
ビ
ジ

ョ
ン
を
明
確
に
盛
り
込
む
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


